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ODA 政策協議会	 （2015 年 3 月 27 日）  
プロサバンナ事業に関する報告  

 
1. 意見交換会に関する年表  
プロサバンナ事業（日本・ブラジル・モザンビーク三角協力による熱帯サバンナ農業開発プログラム）に関

する３カ国合意：2009年 9月、事業開始：2011年 
 
年  月日  出来事  対応機関  議事要旨の公開

状況＊外務省 HP 
外務省

担当  
2012
年  

10月 11日 
 

UNAC抗議声明  前課長 

12月 14日 ODA政策協議会（協議：プロサバンナ事業） 外 務 省

（JICA） 
 

2013
年  

1月 25日 第 1回意見交換会 外務省・JICA 公開済み 
2月 26日 モザンビーク農民組織・市民社会代表	 外務

省表敬訪問 
外務省・JICA  

3月 9日 第 2回意見交換会 外務省・JICA 公開済み 
4月 19日 第 3回意見交換会 外務省・JICA 公開済み 
5月 9日 第 4回意見交換会 外務省・JICA 公開済み 
5月 28日 モザンビーク農民組織・市民社会組織 23 団体による３カ国

首脳宛「公開書簡：プロサバンナ事業の緊急停止と再考」発

表 

 

7月 12日 第 5回意見交換会 外務省・JICA 公開済み 
(2015年 2月) 

9月 30日 意見交換会＠議員会館 
NGO現地調査報告会 

外務省・JICA  

11月 14日 第 6回意見交換会 外務省・JICA 公開済み 
(2015年 2月) 

12月 7日 緊急勉強会＠議員会館 外務省・JICA  
12月 9日 ODA政策協議会（報告：プロサバンナ事業） 外務省 

(JICA) 
 

12月 18日 第 7回意見交換会 外務省・JICA 外務省が確認中 
2014
年  

2月 27日 ODA政策協議会 
（協議：ナカラ回廊開発） 

外務省  現課長 

3月 12日 第 8回意見交換会 外務省・JICA 外務省が確認中 
5月 16日 【外務省より】「議事要旨を無記名に、NGO 側配布資料は NGO

側サイトに掲載」の要請 
 

5月 20日 第 9回意見交換会 外務省・JICA 外務省・JICA修正
案への申し入れ中 

6月 4日 【モザンビークで農民組織・市民社会により】 
「プロサバンナにノー	 全国キャンペーン」開始 

 

6月 18日 【外務省より】「実施要項を作成せず、記録を作成せずの意

見交換会」の要請 
 

7月 2日 【外務省より】「意見交換会は非公式なもの。議事要旨も資

料も外務省ページに非掲載」の要請	 

 

7月 24日 【プロサバンナにノー全国キャンペーン主

催】第 2回プロサバンナに関する三か国民衆
会議@マプト 

外務省・JICA  

7月 25日 ODA政策協議会 外務省  
8月 7日 モザン農業大臣による公開書簡の回答の発表・提出 

（大臣署名は 5月 28日） 
 

10月 14日 【JICA 申し出による】「非公開の現地調査
報告会」 

外務省・JICA  

10月 14日 【NGOによる】「公開の意見交換会再開と議
事要旨公開」の申し入れ 

外務省  

10月 29日 NGOによる現地調査報告会＠議員会館 外務省・JICA  
12月 1日 【NGOによる】「意見交換会の公開性の継続

と議事要旨公開」の協議 
外務省・JICA  

12月 2日 【NGOによる】「意見交換会の公開性の継続
と議事要旨公開」の協議 

外務省  

12月 25日 【NGOによる】「意見交換会の公開性の継続
と議事要旨公開」の協議 

外務省・JICA  

2015
年  

2月 6日 第 10回意見交換会 外務省・JICA 外務省が確認中 
3月 23日 意見交換会正常化の要請 外務省・JICA  
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2. プロサバンナ事業に関する意見交換会設置の経緯と役割  
【経緯】  
l モザンビーク最大の小農組織連合である UNAC（全国農民連合）によるプロサバンナ事業に対す

る抗議声明（2012 年 10 月 11 日）と日本市民社会への協力要請を受け、ODA 政策協議会（2012 年
12月 14日）で同事業に関する情報共有と議論がなされ、別途スピンオフ会議として設置される。 
Ø UNACの声明文の骨子： 

² 事業の不透明性、情報の不足、当事者・主権者である小農や市民社会との協議の欠如、

トップダウン方式の意思/政策決定への批判 
² アグリビジネス投資による土地収奪の可能性への懸念 
² 地域の圧倒的多数を占める小農支援を目的とし、小農自らの経験と発意と主体性に根ざ

した、アグロエコロジーの手法を用いた事業とすべきとの提言 
【役割】  
l NGO は現地の当事者らの懸念や不安を事業主である外務省・JICA に伝え、理解を促す一方、政

府は公共事業である同事業の透明性とアカウンタビリティを強化することで、ODA の改善に寄与
する。 

l 本事業は、三角協力であり、モザンビークとブラジルが関わる。しかし、両国の主権者らは下記の

理由で事業に関する十分な情報へのアクセスがないため、日本政府は、援助事業の主体としてだけ

でなく、透明性の確保が規範としても枠組みとしても存在する「伝統ドナー」としての責任と役割

が大きい。 
Ø モザンビークでは、1990年代後半より進んできた民主化とガバナンス改善、市民参加型の政

策立案・事業実施が、2009年以降のゲブーザ政権の二目以来後退し、憲法で保証されている
にもかかわらず情報へのアクセスが難しい。現在では、政府から独立の立場を取る個人・組

織への犯罪・抑圧も深刻化している。（詳細：別添資料） 
Ø ブラジルは、南南協力の一環として本事業を実施しているが、援助国としての経験が浅いだ

けでなく、南南協力支援を行う日本をはじめとする「伝統ドナー」が、援助の透明性やアカ

ウンタビリティの確保のための制度づくりや手法促進に十分に寄与していないこともあり、

市民の情報へのアクセスは制度として保証されていない。 
 
3. 意見交換会の成果  
(1) 「成果」の指標〜誰の何のための「成果」なのかを踏まえて  
【A：対象地域の農民・住民、市民社会】 

① 裨益者・主権者である地域の農民の不安・懸念解消ができたか？ 
② 事業への/事業関係者との信頼が醸成できたか？ 
③ 圧倒的多数を占める地域の小農のための事業になったか？ 
④ 以上が実施・現場・当事者の間で確認できたか？ 

【B: 日本の国民・納税者】  
① ODA事業への国民の参加が果たせたか？ 
② ３カ国の国民の権利に応える情報共有と事業の透明性の確保はできたか？ 
③ 圧倒的多数を占める地域の小農のための事業になったか？ 
④ 以上が実施・現場・当事者の間で確認できたか？ 

(2) 成果  
【政府からの寄与】  
①	 当日配布資料や事前質問への文書回答等により、事業の情報が一部明らかになった。 
② 議論上は、意見交換会前の目的・手法・構想（以下 JICA資料参照）の転換がみられた。 

Ø ブラジル・セラードを「成功例」としてのみ捉える問題が共有された。 
Ø ベクトルの方向としてのブラジル重視の問題が共有された。 
Ø 対象地域とブラジル・セラードとの「類似性」を前提・強調することの問題が共有された。 
Ø モザンビーク北部に「広大な未開墾地=熱帯サバンナ」が残っていて、民間企業による投資を

待っているとの事業の前提・説明が現実ではなかったことが理解された。 
Ø 現地で「大規模農業」、民間投資を促進することの問題が認識された。 
Ø 事業目的が言葉の上では「小農支援」にシフトした。 
Ø 農民・市民社会との対話の重要性が認識されるようになった。モザンビーク内での農民運動

（特に、UNAC）の役割と正当性が認められた。 
Ø 商業農業や大規模農業、G8ニューアライアンス、契約栽培の問題が認知された。 
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【NGO からの寄与】  
①	 政府経由では把握したり、得ることができない情報や理解の共有 
②	 裨益者、現地社会への理解の深化 
③	 代表者らの招聘・民衆会議への参加呼びかけを含む当事者と政府の対話機会の創出 
④	 記録の作成による透明性への寄与 
⑤	 リスク回避・問題の拡大化の予防への寄与 
⑥	 専門知識に基づく分析や提言の提供 
 
 
JICA資料（2009年） 
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JICA出張報告（2011年 5月） 
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(3) 意見交換会の課題  
【透明性・公開性・アカウンタビリティの退化】  
①	 ODA の透明性・アカウンタビリティの強化に逆行し、意見交換会の設置経緯や蓄積を無視した非

公開性での開催が、課長交代後、政府側から要求されている。（年表参照） 
②	 事業の前提になる資料や合意文書が、繰り返しの多大な努力を経てしか公開されず、公開も部分的

であり、国民の知る権利に応えていない。（別添資料参照） 
③ これらのことにより、中身の議論に力を割けない状態が１年近く継続している。 
【改善されない現地の状況】  
④	 本来であれば、話されたことが蓄積され、事業に反映されるはずが、言葉・認知レベルに留まって

いる。 
⑤	 現実には、次のような問題が現場で生じている。（別添資料参照） 

(ア) 「対話」「小農支援・参加」の既成事実化が行われている。 
(イ) UNAC加盟団体が事業の「巻き込み」のターゲットになっている。 

⑥	 断片情報しか提供されず、プロセスの説明も欠いたまま、進められるために、不透明性の解消や意

味ある参加の確保に至らず、不安解消になっていない。 
⑦	 当事者との信頼醸成を損なう事態が発生している。 
 
4. 今後に向けて  
• 意見交換会の成り立ち、経緯、必要不可欠性において、公開に意味がある。 
• 非公開に東京で議論することは、目的に合致しない。 
• モザンビークのガバナンス問題は、本 ODA 政策協議会（2014 年 2 月）でも外務省にも言及

されているが、実施において人権侵害のリスクを防ぐ手だてが講じられていないだけでなく、

現地の異論を唱える人びとの危険を高めている。 
• 別添資料にある通り、モザンビークの民主主義の後退並びにガバナンスは悪化しており、それ

は主要ドナー諸国も認識している通りである。したがって、情報収集・理解において、政府の

みの情報・手法に頼ることは、さらなる人権侵害と不信感を招き、最悪の結果となることも想

定すべき状況が生まれている。 
• 以上を受けて、今後も公開の日本での意見交換会の役割は大きく、NGOもその継続に寄与し

ていきたい。 
 

 
 
•  


